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言緒

　昭和36年に達成された国民皆保険制度は、すべての国民に対して安価で平等な

医療を提供し、わが国を世界屈指の長寿国へと導いた。異論はあるものの、歴史的・

ltt界的観点からは、医療政策の成功例である1・　2）。しかし、昭和48年の老人医療費

無料化に伴い、老人受療者の増加によるベッド数の不足が深刻化することにより、

無秩序な増床が全国で続出し、医療スタッフの不足が起こり、結果として医療の質

の低下を招いた3・　4）。この後、医療保険制度の維持・健全化を図るために、医療法

が計画的・段階的に改正され、その時代に応じた医療政策が展開されることと

なった。そして、この改正こそが、「薬剤師の医療への貢献jを期待する方向へと導いた。

　昭和60年の第一次医療法改正は、医療提供体制の体系的整備を目的とし、地域

医療計画の中に薬局・薬剤師が明記され、地域医療における位置付けが明示された。

これにより、薬局・薬剤師の職務行為そのものが直接医療に関与していると法的に

確定した5・6＞。平成4年に実施された第二次医療法改正は、「3時間待ちの3分診療」

の言葉に代表されるような、医療資源活用の非効率をターゲットにしたもので、

ここでの医療資源は、医療に携わる全ての職種・職能の活用へと拡大されていた。

すなわち、医療法第1条4項には、医療の担い手として薬剤師および看護婦（現在、

看護師）が医師・歯科医師と併記されるに至り、医師とのパートナーシップを強固

にすることにより、治療効果を最大限に引き出すことが求められるようになった。

そして薬剤師は、患者との信頼関係に基づいて良質かっ適切な医療（患者ケア）を

行うことの義務と責任を負うこととなった7，8）。第三次医療法改正は、平成9年12

月の国会において介護保険法案と同時に可決され、介護保険制度の基盤整備の…環

として位置付けられるものであった。国民に良質かっ適切な医療を効率的に提供す

ることがその趣旨であり、薬剤師が医療の担い手の一員として、医師などと連携を

とりながら、医療提供にあたって、患者への説明と理解（インフォームドコンセント）

が努力規定となった9・　lo｝。一方で、同年4月には薬剤師法第25条の2が施行され、

個々の患者に対し調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供すること

が義務付けられたm。
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　第二次医療法改正による医療の担い手としての位置付け、そして、第三次医療法

改正の布石ともいえる薬剤師法第25条の2の制定は、1つに「薬剤師は医療職で

あり、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供することが職能である

こと」。また、2つとして「薬剤師は良質かつ効率的な医療の実現に貢献すること」

これら2つを明確にしたのである。

　そして政府は、将来に亘って医療保険制度の安定的運営を図るため、平成15年

3月に閣議決定された9医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針』に

おいて、保険薬局の役割に関し「医薬品の適正使用の観点から、情報提供や患者の

服薬管理の適正な推進等保険薬局の役割を踏まえた評価を進める」と述べている12）。

ここで『医薬品の適正使用』とは、「的確な診断に基づき、患者の状態にかなった

最適の薬剤、剤形と適切な用法・用量が決定され、これに基づき調剤されること、

次いで、患者に薬剤についての説明が十分理解され正確に使用された後、その効果

や副作用が評価され、処方にフィードバックされるという一連のサイクル」と定義

されている13）。

　すなわち、保険薬局が医療機関として調剤報酬を得るための業務としては、適正

な薬物療法のための処方せん鑑査と正確な調剤はもとより、患者への安全で効率的

な薬物療法のための薬剤情報提供、そして、薬歴の記録に基づく服薬モニターと、

その情報の医師へのフィードバックが必須であると解釈でき、一面では、薬物療法

におけるリスクマネージャーとして薬剤師を位置付ける意図が汲み取れる。さらに、

21世紀の医療において予防医学と共に大きな柱となる介護・在宅医療に関しても、

リスクマネージャーとしての役割が期待されている1－1）。ここにおいて、保険薬局

および保険薬剤師の役割は、より一層具体的かつ明確に示された。

　しかし、このような行政主導的な保険薬局および保険薬剤師業務の規定化に現状

は追従できず、ここ数年来、行政的に求められる薬剤師像を試行錯誤に実践して、

調剤報酬制度上における技術料獲得に奔走してきた感がある。そのため、上述の、

患者との信頼関係に基づいて良質かつ適切な医療（患者ケア）を効率的に提供する

こと、すなわち、個々の患者に対してどのような貢献が出来ているかに関する検証

が見逃されがちであった15）。
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　著者は、このような医療保険制度改革の中で、保険薬局・保険薬剤師が医薬品の

適正使用に貢献することが最重要課題と考え、薬剤師業務に取り組んできた。

　まず、平成7年には、患者への薬剤情報提供をより分かり易いものとするために、

医薬品の写真を載せた服薬情報提供せんを開発し、調剤報酬において技術料評価

される以前からそれを実践した。しかし、この服薬情報提供せんを折りたたんで

しまい込み、薬剤情報を理解しないままに薬剤を服用する患者の多いことに気付き、

次に、薬袋に医薬品の写真と薬剤情報を直接印字する方式を考案して（実用新案：

第3030269号）使用し、患者へのアンケート調査により、従来からの医薬品の写真

と情報を紙に載せた服薬情報提供せん方式と、薬袋に直接情報を印字する薬袋方式

とで、薬剤情報提供の効果について違いがあるのかを検証して、新規薬袋方式による

情報提供効果の有用性に関する重要な知見を示した16｝。

　また、新しく薬価収載された医薬品について、市販後にその医薬品の添付文書に

おける副作用の項目が経時的に増加していくことに注目して、過去の類似医薬品の

添付文書における副作用の追加状況を調べあげ、それらの調査結果から、医薬品の

薬効分類と追加される副作用の種類との関連性を見出した。発売当初、添付文書に

は記載のない副作用の項目について、追加収載が予測される副作用の初期症状を、

患者に注意すべき症状として、書面にて情報提供することを提案・実践することで、

副作用の早期発見につながり、発現防止に貢献し得る可能性を示した17》。

　さらに、少子高齢化に伴い逼迫する保険財政に関して、医療経済的な視点から、

慢性疾患患者において、患者が飲み残しにより余らせてしまい、無駄にしていた

薬剤を効率的に再利用する方法を考案し、医療機関との連携のもと、処方せんの投薬

日数を短縮することにより、飲み残して放置されたままの薬剤の効率的な再利用を

実践し、患者の薬剤費を削減させることよる経済効果を検討した。また、飲み残しの

背景を調査することにより、コンプライアンスの向上、薬物療法の効果上昇に貢献

しうる種々因子を見出した。さらに、薬物療法における薬剤師の薬剤経済学的な

貢献に関する可能性を示した18｝。

　本論文は、著者が、これまで一貫して手掛けてきた、医薬品の適正使用推進に関する

薬剤師業務の検討について、実践の内容を3編に分けて論述したものである。
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第1編　医薬品の写真と情報を載せた薬袋による情報提供の有用性

第1節　目的

　調剤した医薬品の情報を患者に提供することは、薬物療法の有効性および安全性

を高める手段として期待されている19“21＞。また、保険薬局においては、情報提供の

良否が患者との信頼関係構築の鍵を握り、併せて薬歴作成のための情報収集作業を

円滑にする上で重要となる。そのため、著者の薬局では平成7年から数店舗を皮切

りに、医薬品の写真を載せた服薬情報提供せん（情報せん方式、Fig，1）を使用し

て、患者に医薬品の情報を提供してきた。しかしながら、この服薬情報提供せんを

折りたたんでしまい込み、薬剤情報を理解しないままに服用する患者が見受けられ

たため、薬袋に医薬品の写真および薬剤情報を直接印字する方法（薬袋方式、Fig

2）を考案し、一部の店舗で使用を開始した。

　そこで本研究では、従来から採用してきた情報せん方式および新たに使用を開始

した薬袋方式による情報提供が、患者に有効利用されているのかどうか、そして、

情報せん方式と薬袋方式とで、どのような違いがあるのかを、患者へのアンケート

調査により比較・評価した。なお、情報提供文書の内容は、情報提供方式の別とは

無関係にすべての店舗で同一とした。

第2節　方法

1．アンケートの作成

　アンケートは無記名・ハガキ方式とした。高齢者の患者を配慮して、記入が患者

の負担とならないように、記入方式ではなく、該当項目を丸で囲む選択方式とした。

ただし、年齢、性別の記入欄および意見欄は設けた。また、アンケートハガキ回収

率の向上を考慮に入れて、料金受取人払い制度を採用した（Fig．3）。なお、アン

ケートの質問文書は情報せん方式および薬袋方式で共通とした。

　アンケートの質問内容としては、K利用】と［利点〕の2分類について質問内容

を設け、【利用〕は4項目、【利点】は5項目の質問とし、アンケートハガキとした。
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料金受取人払

大窩郵便馬
承　認

4　“　1

蓬出鰐革期間
平戚1G年10角

　31　Mまで

切手不要

郵便はがき

330－8790
　　　　246

〈受取人〉

埼玉漿大宮帝東大成町1－626一喋

あさひ調剤グループ
株式会社あさひ調剤
　アンケート係　行

お蘂の説明書や説明方法について、
ご意見がありましたらご記入ください。

WW　（どちらかに○を付けてください〉

裏面の記入はお済みになりましたか？
ご協力ありがとうございました。

はがき表（共通）

Fig．3　QuestioRnaire　Printed　Postcard（Front）

薬袋についてご意見をお聞かせ下さい

「○○○薬局」では、薬袋に墓の箋篁と

説盟をのせています。この薬袋の利用と

利点について教えて下さい。

該当するものがあれば、○印をつけて

ください。

【利用】

　お渡しした薬袋の説明を読み返すことが

ありますか。

　1，蘂を飲む（使う）たびに読む。

　2．読み返すことが多い。

　3。たまに読むことがある。

　4．めったに読まない。

【利点）（重複回答可）

　1．薬の飲む量や時間を間違わない。

　2．薬の飲み忘れを減らせる。

　3．薬の名前が覚えられる。

　4、薬の効き目が覚えられる。

　5．他の病院にかかるときに、

　　現在飲んでいる薬の説明ができる。

薬の説明書についてご意見をお聞かせ下さい

　「○○○薬局」では、継せた
説盤をお渡ししています。この説明書の

利用と利点について教えて下さい。

該当するものがあれば、○印をつけて

ください。

【利剛

　お渡しした薬の説明書を読み返すことが

ありますか。

　1．薬を飲む（使う）たびに読む。

　2。読み返すことが多い。

　3．たまに読むことがある。

　4．めったに読まない。

【利点】（重複一答司）

　1．薬の飲む量や時間を間違わない。

　2．薬の飲み忘れを減らせる。

　3．薬の名前が覚えられる。

　4．薬の効き§が覚えられる。

　5．他の病院にかかるときに、

　　現在飲んでいる薬の説明ができる。

薬袋方式の場合 はがき裏 情報せん方式の場合

Fig．4　Questioimaire　Printed　Postcard（Back）
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1利用】としては、「1．薬を飲む（使う）たびに読む」、「2．読み返すことが多い」、

「3．たまに読むことがある」、「4．めったに読まない」、の内容として、情報提供

された文書をどの程度読んでいるのかの頻度を問う質問とした（Fig．4）。また、

1利点】としては、「1．薬の飲む量や時間を間違わない」、「2．薬の飲み忘れを減

らせる」、「3．薬の名前が覚えられる」、「4．薬の効き目が覚えられる」、「5．他の

病院にかかるときに、現在飲んでいる薬の説明ができる」、の内容として、コンプ

ライアンスに関係するもの2項目（1，2）、薬の知識に関係するもの3項目（3－5）

の5項目とした。【利用〕と【利点】を合計して、9項目の質問内容とした（Fig　4）。

なお、［利点】の項目については、重複回答可とした。

2．店舗の選定・アンケートの配布

　情報せん方式および薬袋方式のいずれかの方式により、服薬情報提供を文書によ

り受けている患者それぞれに、1，000枚程度のアンケートハガキ配布を目標として、

店舗を選定した。薬袋方式を採用している店舗として、まりも薬局（埼玉県北本市）、

はっかり薬局（埼玉県川越市）、まきば薬局（茨城県古河市）の3薬局を対象とし、

情報せん方式の店舗としては、みどり薬局（埼玉県入間市）、けやき薬局（埼玉県

入間市）、あさひ調剤薬局中央店（中央店）（埼玉県さいたま市）の3薬局を、それ

ぞれ選定し対象施設とした（Table　1）。

　アンケートハガキの配布期間は、平成10年10月5日から平成10年10月18日

までの2週間とし、平成10年10月31日までに、大宮郵便局に回収されたハガキ

を対象として集計した。なお、アンケートの記載方法説明およびアンケートハガキ

の配布は、薬剤交付時とした。

　店舗選定としては、2週間の期間にて、1，000枚程度のアンケートハガキ配布を

目標とするため、受付処方せん枚数は1日60枚以上の店舗を対象とした。

　また、服薬情報提供の必要性から医薬品の薬効分類として、循環器官用薬を含む

処方せん内容の内科系店舗であることを選定条件とした。
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Table　1　Profile　of　Pharmacy，Number　of　Prescription　and　Prescription　Characteristics

　　　　　1日平均a）
薬局名．

　　　　処方せん枚数

薬効分類別医薬品処方率b）

　　　（頻度別集計）

まりも 300
循環器官用薬（66），

呼吸器官用薬（3）

消化器官用薬（7），

薬袋方式 はっかり 90
循環器官用薬（41），

解熱鎮痛消炎剤（4）

消化器官用薬（27），

まきば 115
消化器官用薬（45），循環器官用薬（11），

その他の代謝性医薬品（3）

みどり 103
循環器官用薬（33），

呼吸器官用薬（19）

ホルモン剤（21），

情報せん方式 けやき 97
循環器官用薬（36），

ホルモン剤（11）

消化器官用薬（18），

中央店 60
循環器官用薬（24），

消化器官用薬（11）

ホルモン剤（17），

a）平成10年IO月の集計　　b）上位3種類（平成10年10月の集計）

3．アンケートの集計

　アンケートの集計は、【利用】（情報提供された文書を読む頻度）および【利点】

それぞれについて、情報提供方式別、店舗別、年齢階級別、およびこれらの項目を

適宜組み合わせて行い、必要に応じてp＜O．　05にて有意差検定（X2検定）をした。

　ただし、アンケートハガキの内容に記載不備がある場合、すなわち、［利用】の

項目の選択肢に丸印が全く無いかあるいは複数選択されている場合、また、［利点】

の項目の選択肢に丸印が無い場合、さらにはアンケートハガキの表側に年齢または

性別が記入されていない場合は、集計から除外した。
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第3節　結果

1．アンケートの回収

　薬局別のアンケートハガキの配布枚数、回収枚数、集計枚数および回収率を

Table2に示す。配布枚数は、薬袋方式で1，200枚、情報せん方式で879枚、配布

枚数合計は2，079枚であった。回収枚数は、薬袋方式で458枚、情報せん方式で

463枚、回収枚数合計は921枚となった。回収率は両方式合計で約44％であったが、

アンケートの内容が記載不備（Fig　4）のため、薬袋方式で30枚、情報せん方式

で62枚、合計で92枚・約4％を回収枚数から除外した。

　集計枚数は、薬袋方式で428枚、情報せん方式で401枚であり、両方式とも統計

解析に必要なサンプル数が得られた。

Table　2　Recovery　of　the　Questionnaire　Printed　Postcard

薬局名 配布枚数　　　回収枚数　　集計枚数　　回収率（％）

　　　　　ま　り　も

　　　　　はっかり
薬袋方式
　　　　　ま　き　ば

　　　　　　小　計

600

300

300

1，　200

236

118

104

458

222

107

99

428

39．　3

39．　3

34．　7

38．　2

　　　　　　み　ど　り

　　　　　　け　や　き
情報せん方式
　　　　　　中　央店

小　計

379

300

200

879

260

102

101

463

211

98

92

401

68．　6

34．　0

50．　5

52．　7

合　計 2，　079 921 829 44．　3
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2．利用（情報提供された文書を読む頻度）

（1）薬局別の比較

　　Table　3に、薬局ごとの患者が情報提供された文書を読む頻度別集計の結果を

　示す。それぞれの方式内で比較すると、情報せん方式の3薬局には有意差があっ

　たものの（ソ＝6，p〈0．05，　x　2・18．1）、薬袋方式内には有意差は見られなかった

　（ソ＝6，p〈0．05，　x　2＝11．8）。このことは、薬袋方式では、情報を提供する薬剤

　師側および情報を受ける患者側の個人差による情報利用度のバラツキを小さく

　抑える効果があることを示唆している。

Table　3　Comparison　of　the　Patient　Reading　Frequency　of　the　Presented　Literature　among　Each　Pharmacies

　　　　飲む（使う）
薬局名
　　　　たびに読む

読み返す

ことが多い

たまに　　めったに
　　　　　　　　　合計
読む　　読まない

　　　　　　37
ま　り　も
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7e
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44　1％
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（2）方式別の比較

　方式別に、【利用】（情報提供された文書を読む頻度）の4項目について、情報

せん方式と薬袋方式を比較すると、両者間には有意差が見られた（Fig．5）。薬

袋方式では、「薬を飲む（使う）たびに読む」あるいは「読み返すことが多い」

を選択した患者が46．5％で、情報せん方式の40．1％に比べて高かった。一方、

　「めったに読まない」を選択した患者は、情報せん方式の14．2％に対し、薬袋

方式では7．5％と低い値であり、情報提供された文書を読む頻度は、薬袋方式で

高いことが明らかとなった（Fig．5）。
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國たまに読む

自めったに

読まない

方式
飲む（使う）　読み返す　　たまに　　めったに

たびに読む　ことが多い　　読む　　読まない
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Fig．　5　Comparison　of　the　Patient　Reading　Frequency　of　the　Presented　Literature　between　the　Medicine　Bag

and　the　lnforrr｝ation　Leafiet
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（3）年齢階級別の比較

　年齢階級別に、ζ利用】（情報提供された文書を読む頻度）の4項目について、

情報せん方式と薬袋方式を比較すると、50歳代の情報提供された文書を読む頻

度の低さが特徴として現れた（Fig　6）。情報せん方式では、「薬を飲む（使う）

たびに読む」あるいは、「読み返すことが多い」を選択した50歳代の患者は20％

に満たず、薬袋方式でも約30％であった。

　しかし、この50歳代の患者に対して、薬袋方式では、「めったに読まない」患

者の割合（％）を情報せん方式の30％に比べ、9％と低くできることが明らかと

なった（Fig。6）。

読
む
頻
度

100％

80％

60％

40％

20“／e

薬袋方式 情報せん方式

盤めったに
　読まない

囲たまに

　読む

ts読み返
　すことが

　多い

翻飲む（使
　う）たび

　に読む

　　o％
　　　　〈50歳　　50歳イ」驚　601織イL鷲　70歳｛ざ　 80歳＜　　　　　　　　　　　　　 ＜50歳　　50歳4L鷺　60歳｛」鷺　70歳fL驚　80歳く

Fig．　6　Age　Classified　comparison　of　the　Patient　ReadiRg　Frequency　of　the　Presented　Literature　between　the

Medicine　Bag　and　the　informatien　Leafiet
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3．利点

（D共通の利点

　方式別利点の集計結果をFig．7に示す。興味あることに、情報せん方式、薬袋

方式においても、利点内容別に見たランク順位は両方式で等しく、利点の感じ方は

提供媒体によらず、提供内容や書式によることが示唆された。また、どちらの方式

においても「薬の飲み忘れを減らせる」ことを利点として選んだ患者は少なく、20％

以下であった。このことから、情報提供のみによって飲み忘れを減らすことは難し

いと考えられた。一方、方式とは無関係に薬の名前や効果が覚えられることを利点

としてあげる患者は、両方式ともほぼ半数であり、薬のカラー写真入り情報提供に

共通の利点として考えられた（Fig　7）。

700／，

60g／，

50e／e

　40g／，

豊
暴
　30e／e

200／，

100／e

oe／，

薬袋方式 情報せん方式

圏薬の飲み忘れを減らせる

目薬の飲む量や時間を間違わない

翻薬の名前が覚えられる

SS他の病院にかかるときに、現在の薬の説明ができる

薗薬の効き目が覚えられる

Fig．7　Comparison　of　the　Patient一一Feel－Usefulness　between　the　Medicine　Bag　aRd　the　Information　Leaflet
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（2）選択件数

　Fig　8に各選択肢の100分比、各選択肢を選んだ件数およびアンケートハガキ

1枚当たりの選択件数を示す。薬袋方式と情報せん方式の間に有意差はみられなか

った。しかし、選択された全件数を集計枚数（Table　2）で除しアンケートハガキ

1枚当たりの選択件数を算出すると、薬袋方式では992件／428枚（2．32件／枚）、

情報せん方式では866件／401枚（2．16件／枚）であり、薬袋方式において利点を

多く感じていることがうかがわれた（Fig．8）。

園
答
率

lOOO／，

8　Oe／e

60e／，

400／，

200／，

OO／e

261 221

　　　　　　　　　　　　　　一圃@　　　　　　　　　夢　　　轄　　　⇔D一圃

245 206

　　　　　　　　　　　　　　　■　　　，　　　噂　　　　　　　　　　　曹　　　o　　　髄
@　　　　・　ゆ　　一　　．●，冒需需”

209

@　　　　　　　　　　”　　　幕　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　需　　　ρ

199

P79

U1

199

@　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　　嘗　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　　鵜　　　．

V8

　薬袋方式　　　　　　　　　　　　情報せん方式

全件数　992件　　　　　　　　全件数　866件

2．32件／枚　　　　　　　　　　2．16件／枚
　　　　　　（図カラム内の数値は園答件数）

旭蟹の病院にかかるときに、現在の薬の説明ができる

園主の効き目が覚えられる

翻薬の名前が覚えられる

目薬の飲む量や時間を間違わない

翻薬の飲み忘れを減らせる

Fig．　8　Comparison　of　the　Patient－Feel－Usefulness　between　the　Medicine　Bag　and　the　lnformation　Leafiet
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第4節　考察

　医薬品の写真入り情報提供は、薬そのもの（現物）と情報との対応が明確である

ため推奨される方法であり22＞、すでに利用している施設も多い23）。しかしながら、

情報提供の効果を高めるためには、提供した医薬品の情報に対する患者の理解度を

深めることが重要となる。そのためには、情報提供の利用のしゃすさ、さらには、

情報と接する頻度を上げる工夫が必要となる24》。すなわち、薬袋方式は今回の検

討結果から情報提供の効果を高めうるものと推定され、その理由は、情報と医薬品

とが一体となっており、服用のたびに薬袋の記載を目にする可能性が高いためと考

えられた。このことはさらに、提供された薬剤情報に目を向けようとしない患者に

有用性を発揮する可能性がある。飯原25）らは投薬された薬剤を指示通りに服用し

ない、いわゆる、自己調節服用患者の特徴を多変量解析し、その因子の中に、年齢

として40歳代および50歳代を、さらに、「薬物治療の基礎情報理解度の低さ」を

挙げている。飯原らの結果と、本研究における50歳代の情報利用度の低さ（Fig．6）

は、その原因（多忙、健康および情報理解度に対する過信）の点で一致しているこ

とが推察される。薬袋方式では、50歳代の患者に対し、「めったに読まない」率を

情報せん方式の30％に比べ9％へと低減できることから、その有用性が期待される。

　本研究では、薬袋方式は情報せん方式に比べ有用であると考えられた。しかし、

初回患者と再来患者では、提供された情報への注意力が異なること、および、それ

ぞれの方式を採用している薬局の背景が異なること（Table　1）、が得られた結果に

影響している可能性がある。これらについては、より多くの患者の意見を収集する

ことができれば、さらに正確かつ詳細な検討ができるものと考えている。

　著者の薬局では、これらの有用性から、全店において情報せん方式から薬袋方式

に変更した。さらに、薬袋方式では薬局側にも利点がある。まず、薬剤師の薬袋の

記入・作成の手間が省け、服薬指導の時間を延長できること。次に、投薬時、薬袋

に直接印字された薬の写真と薬そのもの（現物）とを対比照合して、再確認を実施

することにより、誤投薬の減少に効果があること。さらに、処方せんの薬剤名称と、

レセプトコンピュータで入力された薬剤名称との対比照合も投薬時に薬袋そのも

ので行え、誤入力をチェックでき、レセプト作成の効率化が可能となっている。
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第5節　小括

　薬袋方式は、患者の個人差および薬剤師の指導技術の差による、情報提供のバラ

ツキを抑え、均一な情報提供を可能とすることが検証された。薬袋方式は、医薬品

そのものと情報が一体となっており、薬剤を飲むたび薬袋の情報を自然と見ること

になり、結果的に薬剤情報の理解度が向上し、さらに「めったに読まない」患者の

割合を低減できることから、その有用性が期待される方式であることを示した。
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第2編　薬剤の安全な使用を目的とした副作用回避方法の構築

第1節　目的

　医薬品を安全に使用するためには、正確かつ速やかに、副作用情報を収集・伝達

しなければならない26）。過去の薬害事件、例えば、サリドマイド、キノホルム、

ソリブジン、のいずれもが、副作用情報の収集・伝達過程に何らかの問題があり、

それにより被害の拡大を招いたことが指摘されている27）。これらの反省から、昭和

54年の薬事法改正では、厚生大臣が危害発生拡大を防止するため、承認取り消し

や不良医薬品の廃棄・回収を命ずることを新たに規定し、また、平成9年7月には、

「医薬品等安全性情報制度」が発足するなど、法的整備が進められてきている28）。

　一一方、平成7年に施行された製造物責任法により、医薬品の欠陥として適正使用

に必要な情報の不備が認識されるようになり、最近では漢方薬により腎障害を示し

た患者が、添付文書の副作用記載不備を指摘して訴えを起こし、勝訴している29）。

さらに、平成9年施行の薬剤師法面25条の2には、薬剤師は個々の患者に対して、

調剤した薬剤の適正な使用のために、必要な情報を提供する義務のあることが、

定められている。そのため、調剤の現場では、最新の副作用情報を服薬指導に反映

させるために、常に指導内容の更新に力が注がれている。しかしながら、これまで

の法的整備、あるいは、薬剤師による新規副作用の収集・伝達・指導の繰り返しは、

副作用症例が出てからの対応であることは否めない。そのため、副作用による被害

を最小限に抑えるためには、副作用の予測と予防が必須である。

　そこで著者は、医薬品添付文書（添付文書）への副作用の追加状況を調べ、どの

ような医薬品に、どのような副作用が追加される傾向にあるかを調べることとした。

副作用の追加状況に何らかの傾向が見出されれば、それは、新薬開発段階には発見

されず、市販後に注意すべき副作用として位置付けることが出来るためである。

　情報源としては、医薬品市販後の副作用症例が網羅的に記載されている、厚生省

薬務局監修・日本公定書協会発行の医薬品安全対策情報（DrugSafetyUpdate：DSU）

を用い、「重大な副作用」の追加状況について調査した。
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「重大な副作用」を取り上げた理由は、「その結果が重大であるため、発症の可能

性が極めて少ない場合であっても、もし副作用が生じたときには、早期に治療する

ことによって重大な結果を未然に防ぐことが出来るように、服薬上の留意点を具体

的に指導すべき義務がある」30）といわれているためである。

第2節　方法

1．情報源

　DSUを情報源とし、平成4年の初刊から平成12年12月までのNo．1からNo．95

までを調査した。

2．副作用名の変換

　副作用名は、医薬品メーカーにより表現が異なるため、ICH国際医薬品用語集

日本語版（MedDRA／」）に収載されている基本語（Preferred　Ter蹟s二PT）に置き換え、

統一化を図った31’34）。統一化の代表的な例をあげると、添付文書に重大な副作用と

して記載されているショック、中毒性表皮壊死症、肝機能障害、間質性肺炎、PIE

症候群をMedDRA／JのPTで表記すると、それぞれ急性循環不全、表皮壊死融解症、

肝機能異常NOS、肺炎NOS、間質性肺気腫症候群となる。なお、　NOS（not　otherwise

specified）とは、「他に特定されない」を意味している（Table　4）。

Tab｝e　4　Adverse　Effect　Terms　Replaced　by　Preferred　Terms：PT　of　MedDRAIJ

中毒性 PIE

添付文書 ショック 肝機能障害 問質性肺炎
表皮壊死症 症候群

Med凪へ／J 急性 表皮壊死 肝機能異常 間質性肺気腫

肺炎NOS
基本語 循環不全 融解症 NOS 症候群
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3．DSUの抽出項目とコンピュータへの入力

　DSU　No．1～No．24までは、副作用が追加された医薬品数を一般名単位でカウント

した。No．25からは、重大な副作用とそれ以外の副作用とに分けて収載されるよう

になったため、重大な副作用については、それが追加された医薬品名（一般名）、

日本標準商品分類番号薬効分類コード3桁、重大な副作用名（PTレベルに変i換し

たもの）、および報告年月日をコンピュータに入力した。また、それ以外の副作用

については、その副作用が追加された医薬品数を一般名単位でカウントした。

　なお、一つの医薬品が複数の薬効を持つ場合は、複数の薬効分類コードがDSU

に記載されているため、これら薬効分類コードをコンピュータに入力し、集計時に

薬効分類コードごとに別の医薬品として取り扱った。

4．集計

　各面の副作用および重大な副作用が追加された医薬品の延べ数を集計した。また、

重大な副作用が追加収載された医薬品数を薬効分類別に集計した。

　なお、医薬品数のカウントはすべて一般名単位で行った。

5．統計解析

　添付文書に追加収載された重大な副作用が、薬効群ごとに特徴のあるものかを明

らかにするために、統計解析を行った。

　解析は次のように行った。（1）重大な副作用ごとにそれが追加された医薬品数を

カウントし、この操作を、全医薬品および薬効群ごとに行った。（2）薬効群ごとに

追加されやすい重大な副作用に特徴がないと仮定すると、「重大な副作用一それが

追加された医薬品数」の度数分布の形状は類似したものになるので、全医薬品対

個々の薬効群でX2検定および薬効珍案で適合度検定を行った35）。
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第3節　結果

1．副作用が追加された医薬品数の年次推移

　市販後に副作用が追加収載された医薬品数の年次推移をFig．9に示す。重大な

副作用は平成7年から他の副作用と分けて収載されるようになり、最も少ない平成

9年の約200から最も多い平成12年の約600まで、掲載年ごとに医薬品数にバラ

ツキが見られた。副作用全体でみると、平成8年まで副作用追加件数は、直線的に

増加していた（Fig　9）。

翻副作用（重大な副作用を含む）

麹重大な副作用
1，　600

1，　400

1，　200

1，　OOO

追

加800
件

数

　600

400

200

o
　平成4年越　5年 6年 7年 8年 9年 10年　　　ll年　　12年

Fig．　9　lncident　Number　of　New　Adverse　Effects　by　Medicines　inthe　Annual　Report
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2．重大な副作用と追加医薬品数（全集計）

　重大な副作用名と、その副作用が医薬品市販後に追加収載された医薬品数を

Table　5に示す。重大な副作用が収載されるようになった平成7年の、　DSU　No．25

から平成12年のDSU　No．95まで、　PTレベルに変換した重大な副作用のうち、追加

医薬品数が10以上のものは57種類あった。順位の1位および2位は、いわゆる

ショック、3位および4位は肝機能障害、5位および6位は皮膚障害であった。

そしてこれらに続いて、腎、肺、血液系の副作用が上位を占めた（Table　5）。

3．薬効群別重大な副作用の追加状況

　Table　6に、薬効群別に、追加の多い重大な副作用上位5項目を示す。

市販後に追加されやすい重大な副作用名のランクオーダーは薬効群ごとに異なる

傾向がみられた。そこで、このランクオーダー、すなわち薬効群ごとの追加される

副作用の傾向（Table　6）が、全体の傾向（Table　5）と異なるかを調べるために、

全医薬品で追加されやすい重大な副作用を20位まで順に並べ、これらの副作用が、

Table　6の循環器官用薬～生物学的製剤（追加医薬品数が100を超えるもの）で、

何品目の医薬品に追加されているかを記入して対比させた（Table　7）。

　この表を用いて、全医薬品と各薬効群に、副作用追加傾向の類似性があるかを、

x2検定したところいずれも有意差が認められ（p＜0．005）、薬効群ごとに追加され

やすい副作用が異なると考えられた。また、薬効応問で同様に適合度検定を行った

結果も顕著に有意差が認められた（p＜0。005）。

　全件数の半数以上を一つの薬効群で占める特徴的な副作用を選ぶと、中枢神経系

用薬の再生不良性貧血（19／28）および向精神薬悪性症候群（15／19）。また、抗生

物質製剤では皮膚障害の追加件数が多く、さらに、皮膚粘膜眼症候群（44／77）お

よび表皮壊死融解症（44／76）、また、偽膜性大腸炎（16／16）であった。
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Table　5　Severe　Adverse　Effects　and　Nurcber　of　their　Additional　Medicines

順位
　重大な副作用瞬

く追加収載医薬品数〉
順位

　重大な副作用名

〈追加収載医薬品数〉
順位

　重大な副作用名

〈追加収載医薬品数〉

i
急性循環不全

　　〈98＞
至2

横紋筋融解

　〈22＞
41

心停止

〈13＞

2
アナフィラキシー様反応

　　〈89＞
22

剥脱性皮膚炎NOS

　　〈22＞
42

喘息賛OS

〈13＞

3
黄疸NOS

〈84＞
23

ネフP一嘗症候群

　　　〈20＞
43

アナフィラキシーショック

　　〈12＞

！
肝機能異常NOS

　　〈83＞
24

気管支痙攣NOS

　　〈20＞
44

うっ血性心不全

　　〈12＞

5
皮膚粘膜眼症候群

　　　〈77＞
25

向精神薬悪性症候群

　　　〈19＞
45

運動障害NOS

　〈12＞

6
表皮壊死融解症

　　〈76＞
26

全身性エリテマトーデス

　　〈17＞
46

間質性肺気腫症候群

　　　〈12＞

7
急性腎不全

　く75＞
27

fi市好くfi重NOS

　〈17＞
47 覚

》
錯
ぐ

8
肺炎NOS

〈7　1＞
28

偽膜性大腸炎

　　〈16＞
48

錯感覚NEC

　〈12＞

9
無穎粒球症

　〈70＞
29 i

し
〉

手
ロ
ハ
◎

錯
G

49
脳梗塞

〈12＞

01
汎血球減少症

　　〈68＞
30 神

○失
G

50
緑内障NOS

　〈12＞

1玉
血小板数減少

　　〈65＞
藍3

心室細動

　〈16＞
玉5

膵炎NOS

〈12＞

21
選一＃NOS

〈38＞
32

心不全NOS

　〈16＞
52

肝不全

〈ll＞

31
意識レベルの低下

　　　〈3　1＞
33

申毒性結腸拡張

　　〈16＞
53

問質性腎炎

　〈li＞

4至
イレウス

　〈29＞
3」

白血球減少

　〈16＞
sg

振戦NEC

〈11＞

5藍
再生不良性貧血

　　〈28＞
35

無気肺

〈16＞
55

完全房室ブロック

　　　〈IO＞

61
肝障害NOS

　〈27＞
36

胃腸三型酌S

　〈15＞
56

出血性卒中

　〈IO＞

7茎
心室性頻脈

　〈27＞
37

呼吸抑制

　〈1g＞
57 妄

の
講
弓

81
溶血性貧血．NOS

　　〈26＞
38

心筋梗塞

　〈14＞

91
劇症肝炎

　〈25＞
39

薬物依存

　〈14＞

2e
好中球減少症

　　〈2G＞
40

喉頭浮腫

　〈13＞

その他（10未満）

追加収載医薬品数

合計　671　医薬品

NOS：他に特定されない（itol　o由erwlse　specified；ム｛edDRA／∫の用語）

NEC：他に分類されない（not　elsewhere　classified；MedDRA／」の用語）
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Table　6　Classification　of　Pharmacological　Effects　for　Severe　Adverse　Effect　Additional　Medicines

薬効群名称

（医薬品総数）

追加の多い重大な副作川名　1二位5項目（ド段：追加収載医薬品数）

i位 2位 3位 4位 5位

循環器富川薬

　　（335）

m：機能異■；t；f；NGs

　　21

黄痘NGS

　20

急性循環不全

　　12

急性腎不全

　　12

卸
9
山

二
＼
ー

グ

lii枢神経系用薬

　　（327）

li事生不良性貧醸

　　　19

制振NOS

　l6

肝機能異常NOS

　　　l6

アナフィラキシー梢ミ　」交ルび

　　　15

向精神薬悪性サll｛候群

　　　　15

抗生物質製剤

　　（283）

皮轡粘膜暇症候群

　　　44

表皮壊死融解症

　　　44

無穎粒球症

　　28

アナフィラキシー一桑浜Jjs（」’己く

　　　17

偽膜性大腸炎

　　16

腫瘍用薬
　（20g）

ll＄炎NOS

　l6

溝1紐球減少症

　　14

急性腎イく全

　　13

好中球減少症

　　9

劇症肝炎

　　8

化学療法剤

　（192）

湛1組球滅少症

　　IO

｝組小板数滅少

　　9

黄’Ptl’OS

　8

肝機能異常NOS

　　　7

急性腎不全

　　7

その他の代謝性

医薬贔（貝9）

黄疸NOS

　9

肝機能異常NOS

　　　6

肺炎NOS

　6

急性循環不全

　　5

脳梗塞

　5

消化器無用薬

　　（115）

アナフィラキシー季羨反1心く

　　　21

急性循環不全

　　12

湛血球減少症

　　7

皮膚粘膜限症候群

　　　7

表皮壊死融解症

　　　7

生物学的製剤

　　（llD

急劇三腎4く全

　　13

1flt小挑心減少

　　IO

翔市ノ」く邦離NOS

　　6

急性循環不全

　　5

自己免疫現象

　　5

末梢神経系用薬

　　（97）

運重鎖；く量霧NOS

　　l2
覚
2

多 多跨感覚NEC

　　l2

意識レベルの低ド

　　　IO

振戦NEC

　IO

ホルモン荊（蹴転モン
剤を含む）　（88＞

日曜亭通り韮、茎NOS

　　7

銅線循環不全

　　6

アナフィラキシー雀，kj5（1J，i；

　　　5

脳梗塞

　5

肺炎NOS

　5

呼吸器鶴瀬薬

　　（80）

急性循環不全：

　　9

撫申カリウム減少

　　　？

アナフィラキシー季簾反疲メ

　　　4

イレウス

　4

意識レベルの低ド

　　　4

アルカロイド系

　麻薬（66＞

イレウス

　IO

気管支痙攣NOS

　　　10

喉頭浮腫

　10

中劇生結腸拡張

　　　10

無気肺

　10

Eill液・体液川薬

　　（57）

lfR小板数減少

　　7

急挫循環不全

　　5

成人呼吸窮追痛候群

　　　　5

肺炎NOS

　4

アナフィラキシーシ1ック

　　2

診断用薬

　（48）

疲蟻NOS

　7

急性循環不全

　　6

麻痺NGS

　6

アナフィラキシー峯詳…反J，と；

　　　5

心室細動

　g
アレルギー用薬

　　（3g）

黄疸NOS

　5

肝機能異常NOS

　　　5

痙攣NOS

　5

急性循環不全

　　a

向精神薬悪性ij鑑1三候群

　　　　3

感覚器富川薬

　　（29）

限類天萢癒

　　7

アナフ／ラキシー餐装」〉〔」，t〈

　　　3

急性循環イく全

　　3

うっ｛亀輯三校イく全

　　　2

心停El

　2

泌尿生殖器富及び

肛門用薬（24）

横紋筋融解

　　3

イレウス

　2

黄痘XOS

　2

肝機能異常NOS

　　　2

Iflt小板数滅少

　　2

非アルカロイド系

　麻薬（H）

イレウス

　2

咽頭浮腫

　2

気管支痙攣XOS

　　　2

中毒牲結腸拡張

　　　2

無気肺

　2

その飽の治療を目的と

しない医薬品（14＞

慧易管穿rヂLNOS

　　2

外皮用薬

　（lo＞

緑内障NOS

　　4

寄生動物麻薬

　　（tj）

溶Eill性尿毒症痙看莫群

　　　　：g

急性腎イく全

　　2

漢方製綱

　（8）

肺炎NOS

　8

滋養強壮薬

　　（4＞

心臓伝導障害

　　　1

急性腎イく！径

　　1

アナフィラキシーシllック

　　　1

急性循環イく全

　　　1

放射性医薬品

　　（3）

急性循環イく全

　　2

ビタミン剤

　（（｛）

多形紅斑

　　1

表皮壊死融解症

　　　1

アナフ｛ラキシー番浜更父kL；

　　　1

NOS二他に特定さ才三ない（nol　o山cr輌se　specified：SledDRA／Jの用語）

NEC：他に分類されない（nol　elsewhere　classified；MedDRA／」の11；語〉
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Table　7　Pharmacological　Effect　Classification　of　the　Medicines　having　Each　Severe　Adverse　Effect

漫　重大な副作用名

全

、
矢

薬

品

腫
　
瘍
　
用
　
薬

抗
生
物
質
製
剤

中
枢
神
経
系
用
薬

循
環
器
官
用
薬

生
物
学
的
製
剤

消
化
器
官
用
薬

そ
の
他
の
代
謝
性

医
　
　
薬
　
　
品

化
学
療
法
剤

1　急性循環不全　98　　12 5　12　5
2　アナフィラキシー様反応　　89 15　17 21

3黄疸NOS84　20　16
8 9

4　肝機i能異常NOS　83　　2i　　l6 7 6

5　皮膚粘膜眼症候群　　77 44 7

6　表皮壊死融解症　　76 44 7

7　急性腎不全　75　12 13　7 31

8肺炎NOS71
61 6

9　幽幽粒球症　70 28

10　汎血球減少症　68 14　10 7

11　血小板数減少　65 9 01

12痙攣NOS38
13　意識レベルの低下　　31

14イレウス29
15　再生不良性貧血　 28 9璽

16　肝障害NOS　27
17　心室性頻脈　27
18　溶血性貧血NOS　26

19劇症肝炎25
8

20　好中球減少症　24 9

上記20位までに含まれて

いない薬効群ごとの

重大な副作用名および

追加収載された医薬品数

失
神
（
1
2

向
精
神
薬
悪
性
症
候
群
（
1
5
）

偽
膜
性
大
腸
炎
（
1
6
）

脳
梗
塞
（
5
）

肺
水
腫
N
O
S
（
6
）

自
己
免
疫
現
象
（
5
）

NOS：他に特定されない（Rot　otherwise　specified；MedDRA／」の用語）
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4．情報伝達の実践

　本研究において、抗生物質製剤の皮膚障害性副作用、偽膜性大腸炎、が添付文書

の記載の有無とは無関係に、注意すべき重大な副作用として見出された。そこで、

著者の薬局では、新薬の抗生物質製剤を投薬する際は、副作用の初期症状について

の情報伝達を実践している（Fig　10）。しかし、中枢神経系用薬については精神科

領域での服薬指導の難しさから、現在のところ実践については差し控えている。

　　　　《おくすり説明票》

　　　このお薬を飲んでいて

次の様な症状が現れた場合は，、

お薬が合わないことも考えられます

次回服用までに，、連絡してください。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

口の中が荒れる．急に熱が出る．

　　　皮膚がポツポツ赤くなる。

　　皮膚に水ぶくれができる、

　我慢できない程の下痢や腹痛
＊　寧　率　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　寧　＊　＊　＊　寧　＊　＊　＊　＊　＊　＊　零　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

あさひ調剤薬局・中央店
　TEL　048　一k　663－0847

Fig．10　Leafiet　for　the　PatieRts　Inform　Syinptoins　of　Severe　Adverse　Efirects
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第4節　考察

　医薬品の市販後に添付文書に追加収載される副作用の項目は、当初、添付文書に

は記載の無かったものである。そのため、それら副追加収載された副作用の被害に

あった患者は、副作用回避のための服薬指導を受けていない。本研究において著者

は、このような被害を予防する方法として、薬効群ごとに追加されやすい副作用を

DSUから調べ、これら副作用の初期症状を、たとえ添付文書に記載されていなくて

も、患者に注意すべき症状として指導すれば、副作用を回避できるものと考えた。

実際、副作用が追加された医薬品の年次推移（Fig．9）を見ると、重大な副作用だ

けでも、年間200～600の医薬品が追加されている。すなわち、これらの副作用の

追加の背景には副作用の被害にあった患者がいることになり、これらを回避するこ

との重要性が伺われる。特に新薬においては、市販後間もない時期に副作用の追加

頻度が高いといわれており、今回提案した患者への副作用の初期症状の情報提供は

効果があるものと思われる。

　本研究では、抗生物質製剤における皮膚障害性副作用、偽膜性大腸炎、中枢神経

系用薬における向精神薬悪性症候群、再生不良性貧血が、追加されやすい特徴的な

副作用として浮かび上がってきた。さらに、薬効別のみならず、構造式や物性など、

別の側面から解析することにより、新たな傾向がつかめるかもしれず、疫学的調査

による副作用の解析と予想が今後の重要な課題と考える。

　しかし、本研究で調査対象とした添付文書への副作用の追加情報（DSUの調査）

には、①必ずしも副作用症例がなくても類薬で報告がある場合には追加されること

がある、②海外の報告に合わせる形で副作用が追加されることがある、③そのため、

副作用追加の重みが、それぞれに異なる、④薬効群ごとに追加される副作用に流行

がある、などの問題があり、得られた結果の信頼性を低くしている可能性がある。

残念なことに、これら問題点を解決して調査・解析することは現在のところ難しく、

今後の課題である。
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小括

　新薬の副作用の情報提供について、過去の類似医薬品の添付文書における副作用

追加状況を調べあげ、薬効別に追加されやすい特徴的な副作用の種類を見出した。

このことから、発現が予測される副作用の初期症状を、添付文書に記載がなくても、

情報提供することを実践し、副作用の早期発見に貢献し得る可能性が示された。
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第3編　飲み残し薬剤の再利用の実践

第1節　目的

　国民医療費の増大は深刻化しており、これに歯止めをかけるための種々方策がと

られている36『38）。医薬分業の推進、介護保険の導入などを主要な柱とし、調剤の実

践レベルにおいても、後発医薬品の使用に対する加算点数が認められ、経済性を踏

まえた医療・薬物療法が求められている39一“11）。

　しかし、経済性が求められている反面、患者の薬剤使用実態調査に関する研究に

よると、6割以上の患者が飲み忘れにより薬剤を余らせているのが現状である42・　43）。

さらに、それらの薬剤は個々の患者が所有しているにもかかわらず、再利用を前提

として、医師が処方量を調節することは、ほとんどない。

　医薬品は高価な医療資源であり、それを経済的損失なく利用することは、医薬品

の専門職である薬剤師の責務である。とりわけ、保険薬局の薬剤師は、服薬指導・

薬歴作成による服薬管理を通じて、患者の薬剤に関する使用実態状況を把握できる

立場にある。そのため、それらの情報を医療機関に提供し、無駄のない処方せんの

作成を促すことが可能である。

　そこで著者の薬局では、医療機関と連携のもと慢性疾患患者において、定期的に

服用すべき薬を飲み残し、放置されたままの薬剤（以下、r飲み残し薬剤」とする）

を患者に持参してもらい、その実態調査を行うと共に、患者ごとの「飲み残し薬剤」

の実数を医師に報告することを試みた。これにより医師は、必要に応じて処方日数

を調整し「飲み残し薬剤」の再利用を行うことができる。また、薬剤師は実態調査

の結果から、飲み残しの要因を解析することができる。さらに、投与日数の短縮は

医療費の節約につながるため、節約効果についても検討した。また、再利用に至る

までに要した作業時間を計測し、再利用の実践が普及可能であるかを検討した。

《保険制度上の背景》

〈患者の支出および調剤報酬の収支計算〉

　本研究の目的の…つは、「飲み残し薬剤」を再利用することにより患者の薬剤費
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を節約することにある。しかし、薬剤の再利用は投与日数の短縮、すなわち、調剤

料注1＞の減収につながり、また、患者の服薬状況を医師に報告することは服薬情報

提供料Vk　2）および服薬指導情報提供加算注2）の算定を可能とする。そのため、患者

の支出および薬局の収入の増減はこれらを合算したものになる。Table　8にそれを

要約した。なお薬剤費に関しては、個々の薬局で購入価格が異なるため薬価ベース

で収支を計算した。実際には薬価差益があるため、薬局は減収につながるが、その

金額は一定ではなく薬局ごとに異なるため、薬価差益に基づく薬局の減収は、収支

から除外した。

Tab｝e　8　IRcoming　and　OutgoiRg　Balance　of　the　lnsurance　System　for　Reusing　the　Leftover　Medicines

調剤料
服薬情報

提供料

服薬指導情報

　提供加算
薬剤費

患者 節約 負担 負担 節約

薬局 減収 増収 増収

〈患者選択に関連する保険制度〉

　患者の服薬状況を処方せん発行医療機関へ情報提供して服薬情報提供料を算定

するためには、患者の同意を得ることが必要となる。さらに、処方せんの投与日数

が14日以内の場合は、医療機関の求めに応じる形でなければ服薬情報提供料は、

算定できない。医療機関からの求めがなくても、薬剤師の判断で情報提供できるの

は、投与日数が15日分以上の場合である。そのため本研究では、事前に処方医と

協議を重ね、医師が服薬状況に関する情報を必要とする患者については、処方せん

に服薬状況確認依頼の旨を記載してもらうこととした。すなわち、「飲み残し薬剤」

の調査対象患者は、保険制度上の要件から見ると、医師から求めがあった患者、

および投与日数が15日以上で、ノンコンプライアンスが疑われ、医師に対して服薬

状況に関する情報提供が必要であると薬剤師が判断し、かつ、医師への情報提供に

ついて同意の得られた患者である注2）。
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第2節　方法

1．対象患者

　保険制度上の対象患者の要件は前節に示すとおりであるが、医師および薬剤師側

の患者選択基準は、処方薬剤数の多さから、飲み残しがあると思われる患者である。

また、患者側の持参理由としては、薬剤師・医師を信頼し、その後の信頼関係構築

に支障がないと感じた患者である。すなわち、対象患者は、患者側の視点として、

薬剤師と医師を信頼して「飲み残し薬剤」を薬局へ持参してくれた患者である。

2．調査晶晶および施設

　平成15年3月15日から平成15年6月30日の期間、㈱あさひ調剤の店舗である、

すみれ薬局（茨城県岩井市）、みどり薬局（埼玉県入間市）及び、あさひ調剤薬局

中央店（中央店）（埼玉県さいたま市）を対象施設とした。各施設の特徴をTable9

に示す。

Table　9　Prescription　Characteristics，　Number　of　Prescription，　Total　Patients　and　Eligible　PatieRts　for　Each

Pharmacy

処方せん枚数　　総患者三

枚／月　＊1　人／月　＊1

　主要受付　　　対象患者数

診療科目　＊2　　／4ケ月　＊3

すみれ薬局 2，　lsor 1，　206

　内科：98％

その他：2％

59

みどり薬局 2，　563 1，　619

　内科：89％

その他：11％

56

中央店 L　124 704
　内科：95％

その他：5％

玉1

＊　1：平成15年3月～平成15年6月の実績の平均値

＊　2：処方せん発行医療機関の標榜診療科名および処方内容から、おおよその分類を行った

＊　3：f飲み残し薬剤」を持参し、「飲み残し薬剤」の再利用の対象となった患者数
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3．「お薬確認袋」の説明・配布、飲み残しの要因解析

　「飲み残し薬剤」の確認は、対象患者に「お薬確認袋」（Fig．11）を渡し、次回

来局時に「飲み残し薬剤」を入れて持参するように依頼し、行った。

　次回持参された「飲み残し薬剤」を点検し、計数作業を行い、次々回、処方日数

の短縮により再利用される可能性のあることを伝え、患者に返却した。

　また、「飲み残し薬剤」の点検に際しては、飲み残した薬剤を前にして、患者に

対して服用方法について改めて説明を行った。

　飲み残しの要因解析は「飲み残し薬剤」を薬局に提出した全患者の処方について

行った。なお、飲み残しの要因は、処方薬剤数回、年齢別、服用回数別、服用時点

別および薬効別に分類し、解析した。

お薬確認二

一ww－mntma－ny一一imN｝一Qjek｝1

用法

毎日飲んでいるお薬で
余っているお薬はありませんか？

余っているお薬をこの袋に
入れてお持ちください。

医師に相談してみます。

すみれ薬局　　　　　年月ff

岩井市岩井4440　一1
TEL　0297一一36－2121

URL：http：／／“rwv“’．asahi一一ph．co．jpf

薬剤覆印

Fig．　I　l　Leftover　Medicine　ReturniRg　Bag
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4．「飲み残し薬剤」の確認および再利用方法

　持参された「飲み残し薬剤」は、患者の薬剤服用歴の記録を参照し、継続服用中

の薬剤を選別し、外観から使用可能な薬剤（以下、「再利用薬」とする）を数えた。

ただし、旧包装品については、再利用することを控えた。

　再利用の記録票をFig．12のように作成した。「再利用薬」の数量およびそれから

算出される投与日数短縮後の処方日数（以下、「調整処方日数」とする）を様式に

従って記入した。「調整処方日数」記入欄は、医療機関に対する報告書に添付した

（Fig．13）。「調整処方日数」は「再利用薬」の数量を1日分量で除し、その整数

部分を投与日数から引いて算出した。なお、「調整処方日数」記入欄は、コピー後、

対象患者の薬剤服用歴の記録に貼付し、次回来一時に参照・確認できるように保存

した。次回、対象患者が医療機関を受診し、日数調整された処方せんを薬局に提出

した場合、「調整処方日数」を処方せん上および対象患者の薬剤服用歴に貼付した

記録から確認・照合し、「再利用薬」にて短縮された日数分の薬を補うことを患者

に指導した。

「調整処方日数」記入欄 「再利用薬」数記入欄

麟翻麟　遊出　様のお薬　　　　　　H：15／3／29 灘翻翻　　　麗薩　　　　　　　　　　　　　　　H15／3／／29

（患者ID：201396） （患都D：20ユ396）

・ディオバン錠80mg　　　　　1錠・ノルバスク錠　2．5mg　　　　l錠
・ディオバン錠80mg　　　　　錠・ノルバスク錠　2。5mg　　　　　錠

・バファリン81mg　　　　　　　1錠 ・バファリン81mg　　　　　　　　錠

！日！回　朝食後服用　　　　　×14日分 期1嗣　靱食後服用

・ワソラン錠　40mg　　　　　　3錠 ・ワソラン錠40mg　鎗　錠

・セロクラール錠20mg　　　　　3錠 ・セ・クラール錠20mg　脇　錠

1日3回　毎食後服用　　　　　×掻日分 絹3回　毎食後服用

囎辮：手叢1皆労　　　　14日→7日

荏雛凝血ゑ1　　　14日→3日 薬局名称：すみれ薬局

Fig．　12　Fill　out　Method　for　the　Number　of　Reusing　Leftover　Medicines，　and　Adjusted　New　Prescribing　Days
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5．医師への情報提供と服薬情報提供料および服薬指導情報提供加算の算定

　　「飲み残し薬剤」の種類および数量、服薬状況および服薬指導の要点をFig．13

の様式に従って医師へ情報提供した。服薬情報提供料は原則として算定し、服薬指

導情報提供加算は、適宜算定した注2）。なお、同一月内に1回のみの算定とした。

情報提供先
医療機関名　＊＊内科

担当医　　　＊＊　＊＊先生御侍史

平成15年3月29日

情報提供元

保険薬局所在地

名称
電話・FAX
保険薬剤師

茨城県岩井市岩井4440
すみれ薬局

0297－36－2121　i36－3002

山浦克典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

下記患者様の服薬状況についての情報を提供させていただきます。
患者様、お手持ちの薬の残数につきまして、調査した結果を一覧にいたしましたので、

次回の処方にてH数調整していただけるよう、お願い申し上げます。

処方せん発行 平成15年3月29日 調剤日 平成筍年3月29ヨ

患者氏名 翻團幽門門戸　男 昭和○○年○○月　○○臼63歳

住所 茨城県懸幽灘翻湯翻○一〇一〇 電言舌　0297一〇〇一〇〇〇〇

幽翻懸　　羅翻　　様（7）お薬　　　H15／3／29

（患者ID：201396＞

・デイオバン錠80rng

・ノルバスク錠2．5mg

・バファリン81mg

玉β1［司　　朝食f妾：月侵用

・ワソラン錠40mg

・セuクラール錠20mg

旧3嘱毎食後服用

医療磯悶：＊＊内科

薬局名称：すみれ薬圃
岩井帯唐井一i　一1　一1　0　！

TELiO297－36－212G

　　　1錠
　　　1錠
　　　1錠

　　　×14日分

　　　　14臼→3臼

注意

1、必要がある場合には、続紙に記載して添付すること

2、わかりゃすく記載すること

3、必要な場合には、処方せんの写しを添付すること

処方薬剤の服薬状況（コンプライアンス）

に関する情報

ワソラン錠およびセロクラール錠20mgが、

それぞれ22錠および33錠余っています。

主として昼の服用分を忘れがちなので、

午後3時までに服用することで、飲み忘れ

を減らすように指導しました。

薬の作用時間の関係から、1β3回服用

しないと十分な効果が得られない事を

伝え、lN3回の服用意義を再度指導

しました。

　　　　　　　以上、ご報告いたします。

Fig．13　Patient　Compliance　Reports　to　Hospitals　aRd　Clinics
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6．節約された薬剤費、減額となった調剤料の算出

　投与日数の短縮に伴い、節約された薬剤費および減額となった調剤料注Dを平成

15年3月から平成15年6月までの4ヶ月分の調剤報酬明細書より計算した。

7．作業時間の計測

　作業時間は、全工程を5工程に分割して計測し、施設ごとの平均時間を求めた。

各工程は次のようにした。

　（D患者に対する「飲み残し薬剤」の再利用の主旨説明および「お薬確認袋」

の使用方法の説明、（2）患者が持参した「飲み残し薬剤」の選別・点検および正し

い服薬についての再教育、「再利用薬」の計数作業、（3）「調整処方日数」の算出お

よび薬剤服用歴の記録への貼付・保管、医療機関に対する情報提供報告書の作成、

（4）医療機関への報告書提出および、医師への情報提供、（5）「調整処方日数」を

処方せんおよび薬剤服用歴の貼付記録と照合・確認、「再利用薬」にて不足日数分

の対応をするための服用方法の説明、服薬情報提供料および服薬指導情報提供加算

の算定（Fig．14）。

患者に対する「お薬確認袋」の使用方法の説明

毒媚後

「飲み残し薬剤」の点検および「再利用薬」の計数作業

医療機関に対する情報提供報告書の作成

医療機関への報告書提出および情報提供
纏日後

「調整処方日数」に伴う「再利用薬」の服用方法説明

Fig．　14　OperatioR　Chart　for　Reusing　the　Leftover　MediciAe（Prescribed　for　14　Days）
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第3節　結果

1．飲み忘れの現状

（1）処方薬剤数別の飲み忘れ

　　処方薬剤数別の患者数をTable10に示す。5種類の内服薬を服用している患者

　が「飲み残し薬剤」を持参するケースが最も多く、患者1人あたりの内服薬回数

　は平均5．6±2．4であった。なお、著者がこれまでに調査した通常の処方せんの

　内服薬剤数別患者数34）（平均3．5±2．3）と「飲み残し薬剤」を持参した患者の

　内服薬剤数を比較したところ（x2検定）、対象患者の平均薬剤数は多いものの、

　有意差は認められなかった（p＜0．05）。

Table　10　Number　of　Patient　for　Number　of　Prescribed　Medicine

内服薬剤数 入数 内服薬剤数 人数 内服i薬剤数 人数

1 0 5 2
1

9 8

2 1
2

6 16 10 5

3 18 7 16 1
1

2

4 16 8 10 1
2

2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均内服薬剤数：5．6±2．4

（2）年齢別の飲み忘れ

　年齢別の飲み忘れ件数をTable11に示す。30歳代から90歳代まで幅広く分布

していた。最多年齢層は、70歳代であった。

Table　l　i　Number　ofNoR－Compliance　Patient　for　Each　Age

年齢 入数 年齢 人数

30歳～39歳 1 70歳～79歳 43

40歳～49歳 1 80歳～89歳 29

50歳～59歳 1
8 90歳～99歳 1

60歳～69歳 33 合計 126

平均年齢：71．3歳±10．7
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（3）服用回数別の飲み忘れ

　1日の服用回数が増えるほど患者の飲み忘れ率は上昇した（Fig．15）。ただし、

ここでの飲み忘れ件数は、1入の患者が複数の薬剤の飲み忘れをした場合、これ

らを別々に1件とみなしている。

用法（回数） 処方件数 飲み忘れ件数 飲み忘れ率（％）

1日1回 286 80 2Z　97

1日2回 125 46 36．　80

1日3回 282 188 66．　66

g
o
，
：
，
，

　50％肇
　40e／，

銭
楽30％

匹20％

　10％

　　Oe／e
襲

1日1回　　　　　　1日2回　　　　　　1日3回

　Fig．　I　S　Rate　ofNon－Compliance　for　Administration　Times

（4）服用時点別の飲み忘れ

　Table12に服用時点別の飲み忘れ件数と飲み忘れ率を示す。1日3回の食前、

特に「毎食直前」の服用では、100％の患者が飲み忘れを経験していた（Table12）。

（5）薬効別の飲み忘れ

　薬効コード（日本標準商品分類番号）別の飲み忘れ件数をTable　l3に示す。

漢方製剤の食前の飲み忘れ率が高い値を示した。また、飲み忘れ件数の多い薬剤

名をTable　14に示す。
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Table　l　2　Number　of　Non－Compliance　for　AdministratioB　Method

服用時点
処方

署

飲み忘

鼬署

飲み忘れ

ｦ（％）
服用時点

処方

署

飲み忘

鼬署

飲み忘れ

ｦ（％）

朝食前 3 1 33．3 朝・夕食前 6 2 33．3

朝食後 180 44 24．4 朝・夕食後 116 42 36．2

昼食後 4 2 50．0 毎食前 1
7

1
2

70．6

夕食後 42 17 40．5 毎食直前 10 10 100

寝る前 57 16 28．1 毎食後 254 165 65．0

｝ 一 一 ｝ 合計 689 311 45．1

Table　13　Number　of　Non－Cofnpliance　for　Classification　of　Each　Pharrnacological　Effect

薬効群 薬効コード　件数　飲み忘れ件数　飲み忘れ率（％）

中枢神経系用薬 11 102 41 40．　2

抹消神経系用薬 21 6 3 50．　0

感覚器官用薬 31 6 3 50．　0

循環器官用薬 12 219 81 37．　0

呼吸器官用薬 22 48 20 4L　7

消化器官用薬 23 146 80 54．　8

ホルモン剤 24 21 5 4L　7

泌尿生殖器および肛門用薬 25 01 6 60．　0

代謝性医薬品 13 35 20 57．　1

滋養強壮薬・血液体液用薬 32，　33 47 71 36．　2

その他の代謝性医薬品 39 40 22 55．　0

アレルギー用薬 44 51 6 40．　0

漢方製剤 52 01 7 70．　0

病原微生物に対する医薬品 61，　62 7 3 42．　9

合計 703 314 44．　7
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Table　14　Example　for　Typical　Non－CompliaRce　Medicine

商品名 処方件数 飲み忘れ件数　　飲み忘れ率（％）

ベイスン⑧錠 8 8 100

マーズレンS⑧穎粒 51 41 93．　2

ビタメジンカプセル⑧ 9 7 77．　8

セロクラール⑧錠 8 6 75．　0

セルベックス⑧細粒 8 5 62．　5

ケ日コバール⑧錠 OI 6 60．　0

セレナール⑧錠 71 01 58．　8

テオドール⑧錠 21 7 58．　3

メバロチン⑧錠 51 8 53．　3

デパス⑧錠 11 5 42．　5

ニューロタン⑧錠 21 5 41．　7

アムロジン⑧錠 31 or 38．　5

バファリン81mg⑧ 22 8 36．　4

ガスター⑧錠 51 5 33．　3

2．医師による処方変更

　薬剤師から医師への提案は、処方日数短縮であったが、医師の対応として、処方

日数の短縮でなく、処方変更であった事例を示す（Table15）。副作用による薬剤の

削除が5件、他剤への変更が4件、分量超過による服用回数および1回分量の削減

が28件であった。

　Table　15　Physician’s　Correspondence　to　the　Patient　Compliance　Report　except　Decrease　of　Dosing　Days

処方変更内容 件数

副作用による薬剤の削除 5

他剤への変更 4

服用回数および1回分量の削減 28
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3．節約された薬剤費、減額となった調剤料

　服薬情報提供料および服薬指導情報提供加算を算定した件数をTable　16に示す。

服薬指導情報提供加算について、中央店では服薬指導は行ったものの、算定はして

いない。服薬情報提供料の3店舗合計は、116件で17，400円であった。服薬指導

情報提供加算は106件、15，900円であった。

Table　16　Number　of　Guidance　for　lmproving　the　Patient　Non－Compliance，　Compliance　Report　for

Medical　Facilities　and　their　Estiinated　Fee

服薬情報提供料 服薬指導情報提供加算

すみれ みどり 中央店 すみれ みどり 中央店

15年3月 0 0 1 0 0 0

15年4月 47 9 4 47 9 0

15年5月 1
0

1
3

2 10 1
3

0

15年6月 7 20 3 7 20 0

合計 64 42 10 64 42 0

3店舗合計 116件 106件

合計金額 17，400円 15，900円

Table　17　Saving　the　Drug　Cost　and　Dispensing　Fee

薬剤費の節約金額（単位：円） 調剤料の減額金額（単位：円）

すみれ みどり 中央店 すみれ みどり 中央店

15年3月 59，840 51，520 1，540 12，870 9，450 1，260

15年4月 55，000 19，680 11，860 19，280 3，780 1，220

15年5月 38，110 36，070 220 9，830 3，630 0

15年6月 29，160 115，380 2，370 21，360 19，180 520

合計 182，110 222，650 15，990 63，340 36，040 3，000

3店舗合計 420，750 102，380

一　43　一



　薬剤費の節約、すなわち、患者の節約金額は3店舗合計で420，750円であった。

調剤料の減額は102，380円であり、薬局の減収とみなすことができる（Table17）。

これらをまとめると、患者の節約となった合計金額は、489，830円（保険請求上）

であり、薬局の収支合計は69，080円の減収となった（Table　18）。

Table　18　lncoming　and　OutgoiRg　BalaRce　of　the　IBsuraRce　System　for　Reusingthe　Leftover　Medicine

調剤暁

月輪編†青幸侵　　　　凹凹薬｝高高

提供料　　情報提供加算
薬剤費

　収支

（単位：円）

患者 十102，　380 一17，　400 一15，　900 十420，　750 十489，　830

薬局 一102，　380 ÷17，　400 十15，　900 一69，　080

4．作業時間と工程

　患者一人当たりに要した作業の平均時間を示す（Table　19）。最も時間を要した

のは、医療機関への報告書の作成で、約8分であった。「飲み残し薬剤jの再利用

が完了するまでの合計平均時間は、約20分であった。

Table　l　9　Mean　WorkiAg　Time　for　Each　Operation　Step

すみれ　　みどり 中央 平均時問（±SD）

「お薬確認袋」使用方法説明 0／　48”　　　　1！　39”　　　　4！　00” 2／　09！ノ　±1！　39”

「飲み残し薬剤j点検計数作業　　2’59！！　5／24”　　3’54” 4／　05”　±1！　13”

医療機関への報告書の作成 7’　33i’　9　i　45”　6　i　54ii 8i　07”　±1’　35i’

報告書提出、医師への情報提供　　5！42”　　0！12！！　　1／12” 2i　22”　±2i　56”

患者への服用方法の説明 2！　4a”　3’　18ti　5　i　42t’ 3／　55”　±1／　34”

合　計 19！　47”　　　20／　27”　　　21！　42”　　　　20！　39”　±0！　58”
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第4節　考察

　医薬分業の急速な進展に伴い、院外処方せんの枚数は6億枚に迫り、分業率も

50％間近となっている44）。その結果、平成14年度の国民医療費31兆3，234億円

のうち、調剤報酬金額は3兆2，703億円に上り、医療費総額の10．4％を占めるま

でに至っている45）。こうした状況の中、医療費抑制のために、後発医薬品の使用

促進が施策として行われ、使用量の増加と経済効果が報告されている46）。しかし

ながら、薬物療法そのものの効率化、すなわち、より少ない薬剤で、より効果的に

治療を行うことについては十分に検討されているとは言い難く、患者は薬物療法の

効果を実感することなく多くの薬剤を飲み残している。

　本研究において著者は、「飲み残し薬剤」の再利用について医師への情報提供を

実践した。その結果、飲み残しの要因として、早め早めの受診、生活や食事の不規

則による飲み忘れ、服用前に寝てしまうなどの単なる飲み忘れ以外に、病状の安定

により服薬を必要としなくなったもの、副作用発現による服薬拒否など、再利用に

結びつかないノンコンプライアンスもあった。著者の薬局では、後者のような患者

の場合、薬剤師との話し合いの中で服薬上の問題が明らかになったときには、投与

日数の削減とは別に、処方そのものの変更を提案する形式の情報提供を行ってい

る店舗もある47）。しかし、当方が投与日数削減を提案したにもかかわらず、医師

側の対処として、薬剤そのものの削除、他剤への変更、服用回数および1回分量の

削減などのケースがあることは、ノンコンプライアンスの理由に関する患者の説明

が、医師に対するものと、薬剤師に対するものとで異なる、あるいは、患者のノン

コンプライアンスの理由を薬剤師が正しく把握できていなかったことによるもの

と考えられる。そのため、医師への情報提供文書の形式としては、飲み残しの要因

を具体的に記述できる欄を設ける必要があり、さらに、医師が投与日数削減以外の

対処を選択した場合には、その理由を確認し、患者からの薬剤師の情報収集の問題

点を検討することも今後の重要な課題である。

　服用回数に関しては、回数が多いほど飲み忘れの多いことが示された。さらに、

α一グルコシダーゼ阻害薬の毎食直前の飲み忘れが高率であり、合併症の発生率を

上昇させる危険性481からも、薬剤師は用法指導をより具体的に行うべきである。
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ここで製薬会社に対して、食直前服用薬剤を食後服用で効果が得られるような製剤

的な工夫をお願いしたい。また、安全な再利用のために、患者の保管する薬剤の使

用期限を正確に把握することができるよう、薬剤の直接の特包に有効期限を印字す

るなど、考えていただきたい。

　本研究では、1施設あたり患者側の節約となった金額は、1ヶ月に約4万円

（489，830円÷3施設÷4ヶ月）であった。また、対象患者数は、約10人（126人

÷3施設÷4ヶ月）であった。この金額が、全国の保険薬局40，120施設！9）で達成

されると仮定すると、削減される医療費は、年間約200億円50）に達し、医療費が

逼迫している現状を考えると、無視できない金額である。しかし、今回の検討結果

は、著者の3薬局の現状を反映したものであり、一般的な結果であると言うことは

できない。その理由として、①医師および薬剤師は、処方薬剤数の多い患者に飲み

忘れが生じている可能性が高いとして、患者選択をしていること、②中央店では、

服薬指導情報提供加算料を算定していないこと、また、③3薬局の平均処方せん

受付枚数は、1，947枚／月であり、1店舗当たりの全国平均処方せん受付枚数1，214

枚44・　49＞から比べ多いこと、④いずれの店舗も内科を中心とした処方せんを受付けて

おり、その他の診療科での「飲み残し薬剤」の実態を把握できていないこと、など

が挙げられる。すなわち、「飲み残し薬剤」の再利用の経済効果を正確に見積もる

ことは難しいものの、年間約200億円の節約を達成することは、対象患者を広げる

ことによって可能と思われ、多くの薬局で実践されることが望まれる。

　「飲み残し薬剤」の再利用によって、薬局は減収となったが、患者の利益は大き

く、社会に対する薬剤師の貢献の一つと考えられた。もちろん、「飲み残し薬剤」

の再利用を促すことと同時に、薬剤師はコンプライアンスを上昇させるために、服

用方法について正しい患者教育を実践しなければならない。しかし、再利用には患

者一人あたり約20分を要することが明らかとなり、これの実践は、患者待時間の

上昇につながり、現行での導入には何らかの工夫が必要と思われた。

　本作業は、患者に対するアウトカムが期待できることから、f飲み残し薬剤」の

再利用作業の時間を捻出するため、現行薬局業務の合理化が必要と思われた。
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小括

　個々の患者が飲み残した薬剤の要因を解析し、また、医療機i関と連携することで

再利用を実践した。飲み残し要因を解明する一方で、医療費を節約でき、これから

の薬剤師業務として期待できることを示した。

一　47　一



（注釈）

1。調剤料（平成14年3月8日　呪医発第0308001号）

（D調剤料の考え方

納服薬】

　内服薬の調剤料は、投与日数により次のように区分されている。

　　1）14日以下の場合

　①7日目以下の部分（1剤1日分につき）：5点

　②8日目以上の部分（1剤1日分につき）：4点

2）15日以上21日分以下の場合：70点

3）22日以上30日分以下の場合：80点

4）31日分以上60日分以下の場合：90点

5）61日分以上の場合：95点

　内服薬が1回の処方せん受付について4剤あるいは5剤以上ある場合は、3剤

まで算定できる（内服用滴剤を除く）。また、どの3剤を採用して算定しても差

し支えない。内服用滴剤については、日数に関係なく1調剤につき10点を算定

し、考え方は後述の注射薬及び外用薬の調剤に同じである。

　隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数

により算定する。

　ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、内服用（シロ

ップ剤）にして患者に投与するとこは水剤として算定し、散剤としてそのまま投

与するときは内服用固例話として算定する。

　なお、同一薬局で同一処方せんを分割調剤した場合の調剤料は、1回目の調剤

から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じたものを

点数とする。

（2）服用時点が同一である内服薬の調剤

　内服薬（内服用滴剤以外のもの）についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞ

れ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」

とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、
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次の点に留意する。

　1）1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内

　　服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、

　　1剤として算定する。

　2）服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として

　　算定する。

　3）服用時点が同一とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用

　　時点（例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、

　　「6時間毎服用」等）が同一であることをいう。

　4）上記1）および2）にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定

　　できる。

　　①配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

　　②内服返固型剤（錠剤、カプセル剤、散剤等）と内服用液剤の場合

　　③内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

　5）ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場

　　合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固

　　型剤（錠剤、カプセル剤、散剤、穎粒剤等）と一緒に投与する場合も1剤と

　　して算定する。5D

2．服薬情報提供料について（平成14年3月8日　保必発第0308001号）

（D　服薬情報提供料は、患者の服薬に関する情報を保険医療機関に提供すること

　　　により、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする

　　　等、保険医療機関と保険薬局の連携の下に医薬品の適正使用を推進すること

　　　を目的とするものである。

（2）　服薬情報提供料は、次の場合において患者の同意を得て、現に患者が受診し

　　　ている保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況について文書により提供

　　　したときに算定する。
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　イ）　処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合

　ロ）　長期投薬中の患者等について、薬剤服用歴に基づき保険薬局が患者の服

　　　　薬に関する情報提供の必要性を認めた場合

（3）　患者1人につき同一月に2回以上服薬情報提供を行った場合においても、月

　　1回のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して

　　服薬情報提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に

　　限り算定できる。

（4）　情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書に必要事項

　　を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書の

　　写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。

（5）　服薬指導情報提供加算

　　服薬指導情報提供加算は、患者の同意を得て、服薬状況に併せて現に患者が

　　受診している保険医療機関に対して、当該患者に対する服薬指導の要点、患

　　者の状態等を示す文書を添えて薬剤の適正使用に必要な情報を提供したと

　　きに算定する。

（6）　服薬情報提供料は、「区分15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してい

　　る患者については算定できない。52）
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総括

　本研究において、患者の医薬品適正使用の推進に関する薬局業務を実践し、臨床

の現場において薬剤師が成し得る新たな業務について検討し、以下の結論を得た。

第1編においては、

　調剤した薬剤の服薬情報の提供方法として薬袋方式を考案、実践することで、

均一な情報提供を可能とすることが検証された。また、患者の薬識を向上させる

ことが出来る方式であることを示した。

第2編においては、

　副作用防止の観点から、薬効別に追加されやすい特徴的な副作用の種類を見出し、

新たな副作用の予測および情報提供方法を構築した。初期症状の提供は、副作用の

早期発見につながる可能性を示した。

第3編においては、

　飲み残して放置されたままの薬剤の要因を解析して、医療機関と連携し再利用を

実践した。飲み残しの要因を解明する一方で医療費を節約でき、これからの薬剤師

業務として期待できることを示した。

　これらの研究成果は、患者のために薬剤師が何をなすべきかを明確にしたもので

あり、医薬晶の適正使用に貢献できる、薬剤師の業務を具体的に示したものである。

これらを実践することは、薬の専門職として、また、患者から信頼される薬剤師と

して、新たな業務の可能性を多くの薬局に示したものである。
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